
最高裁秘書第2360号

令和2年10月2日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 』

司法行政文書開示通知書、

8月31日付け（9月2日受付，第020419号）で申出のありました司法行

政文書の開示について， 下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

既済事件一覧表（片面で5枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（当事者の氏名等） ，公にすることにより法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法人等の名

称等）及び公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号，

第2号イ及び第6号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記

載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）



日付：令和2年9月2日

ページ： 1/5既済事件一覧表 集計期間 令和2年7月31日令和2年7月1日～

鑑
一
口
一
□

錘
一
ロ
ロ
｜
□

終局区分備考 上告受理終局日非拝義判官

小池裕

山口厚

池上政幸

鍍卜砦人主任鯛査官

池原桃子

本條裕

宮崎朋紀

事件番号 上告人番号 法廷

1第1小法廷 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）決定(棄却）

|国
Ⅱ
釧
刊
肌
Ⅱ
ｈ号

号
号

０
．
６
帽
号
鍔
鍔
岬
啄
唱
禮

轤
静
鐵
園
搾
握
鐵
閏

淘
埼
埼
埼
濟
雷
函
舜

今
祠
〈
詞
《
や
、
〈
洞
今
而
〈
洞
今
洞
〈
面

２
２
２

■

■
■

７
７
７

匡

■
■

２
２
２

Ｒ
Ｒ
Ｒ

窪
一
誕

小
小

１
１
第
第

２
３ □

□決定(棄却） ■’本條裕第1小法廷 山口厚 R2｡7．24

一
□
｜
□
｜
□
｜
旦
□
｜
口
一
口
且
口
一
口
□

決定(棄却）5第3小法廷林景一

6第3小法廷|宇賀克也

中野琢郎

斗谷．匡志

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

□

□

｜

□

｜

□

□

芯
”
祁
飛
飛
湘
”
｜
｜
・
”
抑
祠

駆
駆
駆
即
駆
随
一
醜
唖
駆

＋

決定(棄却）

決定(棄却）林道晴

宮崎裕子

戸倉三郎

林景一

諏
一
韮
罎
一
錘

謹
一
湘
一
鋳
一
州

第3小法廷

第3小法廷

7

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

8

廷
廷
廷
廷

法
法
法
法

小
卜
小
小

ノ
ノ
ノ
〃

３
３
３
３

第
第
第
第

号
号
号
号
号
“
幅

環
境
境
漂
鶴
わ
わ

６
９
２
１
７
２
６

０
３
６
６
５
１
１

３
２
２
３
４
第
第
号
号

》
・
識
一
》
》
《
》
》
評

９
扣
柵
一
枢

’
林道晴

林景一

村田一広

小川卓逸

’華
一
壼
嬬

第3小法廷

第2小法廷

第1小法廷

林景一

菅野博之

木澤克之

州
一
窄
一
鋪

掴
一
脚
幅

|国 決定(棄却）

決定(棄却）

８
９

■
■
７
７

■
■
２
２
Ｒ
Ｒ

決定(棄却）鍔
碍
輻
悟
娼
禮
一
鵺

９
９
１
１
２
３
３

澆
澆
鶴
湧
麓
鶴
境

オ
オ
オ
・
オ
オ
オ
オ

く
く
く
ｌ
く
く
く

》

》

》
》
｜
》
》

》

16第1･小法廷 池上政幸 斗谷匡志 R2．7．9 □ □

決定(棄却）

決定(棄却）

17第1小法廷l池上政幸斗谷匡志 R2．7．9 |■ ■

深山卓也 ｜斗谷匡志 R2．7．918第1小法廷 ■’ ■

決定(棄却）

決定(棄却）
池上政幸 ｜宮崎朋紀
木澤克之宮崎朋紀

R2．7．9

R2･7･9

錘
錘
一
錘

錘

４
４
４
４

１
１
１
．
１

、
、
一
、
、

第
第
第
第

１
２
２
２

９
０
１
２

□
｜
□

口
団

決定(棄却）深山・卓也 斗谷匡志 R2．7．9 □□

決定(棄却）池上政幸宮崎朋紀 R2．7．9 ■| ｜価

決定(棄却）

決定(棄却）酉
呑
口
言

号
開
拓

０
３
５

６
１
１

４
第
第

》

識
一
一
《

R2｡7．9
0

R2．7．10

廷
一
廷

法
法

小
．
小

１
３
第
第

３
４
２
２

山口厚

林景一

岡村和美

舟橋伸行 型胆
配寵秀

子
尚
伸
原
中
家
野

’
決定(棄却）R2･7．10第2小法廷 ■ ■’25



日付：令和2年9月2日

ページ： 、 2/5既済事件一覧表 集計期間 令和2年7月31日令和2年7月1日～

憲法少数

□□’
備考 上告受理” 終局日 ！ ‘ 終局区分

？ ｜ |R2.7.10 1決定(棄却）R2．7･10

番号． 法廷 主任裁判官主任飼壷官 事件番号

26第2小法廷|岡村和美野中伸子 ｜令元年(オ)第160岡村和美 ｜野中伸子

上告人 被上告人

三浦守 ｜堀内元城

菅野博之 ｜堀内元城

臣
呑
口
言

４
４
０
２
６
６

１
１
第
第
』
７
オ
オ
く
く
年
年

一
元
一
元

く
わ
《
祠 決定(棄却）第2小法廷三浦守

第2小法廷I菅野博之

嘩

□□R2．7．1027

決定(棄却）ロ
言２昭
号
渇
褐
娼

１
６
５
６
３

握
津
鬮
嘩
癖

く
オ
オ
オ
オ

毒
銅
．
銅
銅
銅

今
や
今
詞
今
祠
今
祠
《
両

□□
ロ

□□

R2．7･10

R2．7．10一峰

ノ
Ｊ
２
３
第
第

８
９
２
２ 決定(棄却）

決定(棄却）

戸倉三郎
J

岡村･和美

斗谷匡志

宮崎朋紀30第2小法廷 □ □R2･7．10

31第2小法廷 決定(棄却）雪
一
読
雪
一
蹴
一
蹄

耐
一
耐

細
一
癖
一
梱
一
鋳
確癖

』

睦
守
一
睡
権
罹

準

禮

韮
一
怖
一
韮

一
準
一
蹄蹄

□

□
□
｜
□
｜
□

R2･7．10

R2．7．10

R2．7．10

R2･7・10

R2．7．10

□

□
｜
□
｜
□
｜
□

決定(棄却）

決定(棄却）
32 1第2小法廷三浦守

一口一一

33 第2小法廷･菅野博之一 令2年(オ)第368号

決定(棄却）

決定(却下）

国
言
巨
言

１
９
７
８
３
３
第
第
１
ｊ
オ
オ

く

く

年
年
２
２

今
洞
《
わ 号

一準一
噸
耐

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

弘
一
調
詑 一梱

一
奉
一
雪
一
割

一韮

龍
一
準
一
華

号
号
号
号
号
号
罎
一
鵺

８
０
３
４
５
６
７
１
１

９
３
５
１
０
４
１
４
４

３
４
４
４
４
４
４
第
第

境
漂
環
境
麓
跨
壌
わ
わ

輻
輔
輔
錨
錨
輔
輔
筑
禦

《
わ
《
Ｔ
く
わ
今
わ
く
洞
《
祠
く
わ

《
祠
〈
わ

２
２
２
２
２
２
２
一
元
一
元

決定(棄却） □R2．7．10 ■

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

37 1第2小法廷 和美 R2．7．10

R2｡7･10

R2．7．10

□
｜
□
｜
□

□
｜
□
□

第2小法廷 菅野博之
第2小法廷|菅野博之

38

39

R2.7.10 1決定(棄却）荒谷謙介岡村和美第2小法廷 |■ ■40

R2．7．10 決定(棄却）

R2.7.13 決定(棄却）

R2．7．10

R2．7．13

遮
一
融
一
銅

浦
口
山

守
厚
卓

三
山
深

》

｜

》

｜》

４
４
４

１
２
３

廷
廷
法
法
小
小

１
１
第
第
岨
罰

厚
一
軸

繩
轄
一
細 R2･7・13

R2o7o13

R2・7．14R2．7･14

□
｜
□

巳
□
□
｜
口
団

決定(棄却）

決定(棄却）

I

’
□
｜
□
｜
□号

号
馴
４
３
３
１
４
第
第
わ

軸
一
軍

２
一
元

今
祠
《
わ

小池裕 川崎直也

戸倉三郎野中伸子

44 第1小法廷

45第3小法廷
－

国 決定(棄却）
■－6

R2.7.14 決定(棄却）R2･7．14令元年(オ)第1436号第3小法廷 宮崎裕子野中伸子 □ □46

石川県’ □
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

決定.(棄却）

決定(棄却）

決定(却下）

決定(棄却）

決定(棄却）

号
得
５
１
８
１
第
第
〕
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
２
２

今
や
今
市

宇賀克也

林景一

戸倉三郎

宇賀克也

戸倉三郎

搾
一
榊
一
繩
一
議

封

櫓

認

一

韮

一

癖

準

第3小法廷

第3小法廷

R2．7．14

R2.7.14

□
｜
□

□
｜
□
□

47

48

49

50

51

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

３
３
３

第
第
第

号
号
号

３
３
．
６

２
２
３

０
３
６

第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ

く
く
く

年
年
年

隷
一
隷
隷

R2｡7．14

R2｡7o14

R2｡7｡14

京都市



日付：令和2年9月2日
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既済事件一覧表 集計期間 令和2年7月1日～ 令和2年7月31日

蘭考 上告受理一終局日一終局区分 垂
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

鐘
盲

口
旦
□
｜
□
｜
□

番号 法廷 主任裁判官主任飼査官 事件番号 披卜舎人上告人

R2･7.14 1決定(棄却）
R2．7．14 決定(棄却）

R2.7｡16 決定(棄却）

R2．7･16 決定(棄却）

|R2･7･16 決定(棄却）
R2.7.16 決定(棄却）

R2．7．16 決定(棄却）

R2．7．16 決定(棄却）

R2≦7．16 決定(棄却）

R2｡7．1･6 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

梱
一
馴
一
却
却
一
鏥
一
却
嬬

52第3小法廷宇賀克也

53 i第3小法廷宇賀克也第3小法廷

韮
一
》
｜
耀
一
拠
一
錘
一
蝿
一
騨

第
第

巨
言
国
言

１
ｊ

く
く
オ
オ

４
４
１
８
９
７

》
｜
》

第1小法廷第1小法廷 直
言
ロ
言

号
号
罎
渇
蝪
喝
語

９
０
３
４
４
０
０
０
２
３
７

２
２
３
５
１
５
６
６
６

１
１
６
６
１
１
１
１
１

第
第
第
第

第
第
第
第
第

わ
わ
わ
わ
わ
わ
わ
わ
わ

く
く
Ｉ
ｌ
く
く
く
く
く

年
年
年
年
年
年
年
年

年

釦
釦
元
元
元
元
元
元
、
元

平
平
令
令
令
令
令

令
一
令

第1小法廷

第1小法廷

皿

皿

皿

厚
厚
一
厚

訓
一
弱
弱

第1小法廷

第1小法廷

山口厚

深山卓也

57

」
58 □ □

第1小法廷小池裕

裕

中野琢郎 □59

克
克
裕

池
澤
澤
池

小
木
木
小

廷
廷
廷
廷

法
法
法
法

小
小
小
小

１
１
１
１

第
第
第
第

９
０
１
２

５
６
６
６

第1小法廷木澤克60

61

■

之神谷厚毅

第1小法廷木澤克之神谷厚毅神谷厚毅

□ □

野中伸子

■ □

,□｜□決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R2．7．16

R2．7？16

’
第1小法廷

第1小法廷

小池裕 森川さっき 令2年(オ)第426号63 ■ ■

木澤克之 和久一彦 鍔
唱
号
号
幻
馴
囎
弱
師
号
鍔
鍔

９
５
７
３
１
１
１
１
１
０
１
７

号
号
号
号
号

８
２
７
３
７

》
楠
》
》
《
》

》
．
《

》
・
》
蔀
《
｜
｛

“
｜
砺
鯛
一
師

R2．7･16

R2．7．16

R2．7．17

R2．7．20

R2･7．21

□
｜
旦
口
｜
□
｜
口
一

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
’

□
｜
□

池上政幸 ｜土井文美
菅野博之 池原桃子

決定(棄却）

決定(棄却）

第1小法廷

第2小法廷

第1小法廷 鼬
一

龍

堀内元城

小川卓逸

決定(棄却）

決定(棄却）

卓也

三郎廷
廷
法
法
小
小
３
３
第
第

８
９
６
６ 宇賀克也小川卓逸 決定(棄却）R2．7．21 □ □

誕
一
誕
誕
一
塞

卜
卜
．
小
卜

３
．
３
３
３

Ｊ
ノ
ノ
Ｊ

第
一
第
第
第

戸倉三郎

林道晴

戸倉三郎

艫
一
議
一
儒

決定(棄却）奉
一
細
一
琳

R2．7．21

R2･7．21

R2．7．21

沁

荊
一
覗
一
刀

□｜□

決定(棄却）

決定(棄却）

□｜□

□□』

林道晴 堀内元城 決定(棄却）R2．7．21 □□

廷
廷
法
法
ト
ト
ノ
Ｊ
３
３

隼
弟
一
弟

４
５

７

７

宮崎裕子 ｜野中伸子
林景一 ｜斗谷匡志

R2.7.21 決定(棄却） □□

決定(棄却）R2．7．21 □□

｜森川さっき令2年(オ)第372号761第3小法廷林道晴 決定(棄却）
ー ﾛｰﾛ」

R2．7．21

福岡県

御船町



日付：令和2年9月2日

ページ： 4/5
既済事件一覧表 集計期間 令和2年7月1日～ 令和2年7月31日

法廷 主任裁判官主任脚査官 事件番号

小法廷|戸倉三郎森川さつき |令2年(ｵ)第430E
小法廷|池上政幸前田志織 i令元年(ｵ)第'57

乖割

嘩壼

郵準

華一識

号刀

・終局区分 憲法少数

決定(棄却） □□
決定(棄却） □□

決定(棄却） □□

決定(棄却） □□

決定(棄却） □□

決定(棄却） □□

■三■

備考 上告受理番号
77

78

上告人 被上告人 終局日

R2．7．21

R2．7･27

R2．7画27

R2･7･27

R2．7．27

R2．7･27

一
祀
轄

第3小法狂

第1小法廷

一
幟
蝿

一
裕
一
裕

一
識
辱

”
号

３
１
１
０

０
５
６
２

号
号

栂
一
孵
娠
檸

謁
》
｜
》
一
》’

廷
廷
法
法
小
小

１
１
第
第

９
０
７
８

81第1小法廷小池裕

82第1小法廷|山口厚
－

号
号
・
唱
喝

３
１
．
６
６

０
９
８
９

巍
巍
麓
澆

ｊ
ｊ
オ
オ

舜
酎
濟
一
詞

く
わ
今
わ
く
わ
《
祠

志
人
人

匡
旭
敬
敬

谷
野
竹
竹

斗
鷹
大
大

斗谷匡志

鷹野旭

第3小法廷 宮崎裕子大竹敬人

林景一 ｜大竹敬人

一

決定(棄却）83 R2･7．28 因 □

□
｜
□

□
｜
□

一
晴
１

景
景
道
崎

林
林
林
宮

廷
廷
廷
廷

法
法
法
法

小
小
小
小

３
３
３
３

第
第
第
第

４
５
６
７

８
８
８
８

林道晴

宮崎裕

第3小法廷

第3小法廷

決定(棄却）

決定(棄却）

|決定(棄却）
決定(棄却）

畑
．
細
細
一
睡
配

四

四

雨

一
恥
睡

□
□
｜
□
｜
□

号
鍔
２
０
６
６
９
１
第
第
〕
ｊ
オ
オ
く
ｌ
年
年

一
元
一
元

《
祠
〈
祠

人
織
敬
志

竹

田

大
前

U

子

宇賀克也第3小法廷

率

癖
一
搾
一
酔
一
蒜

龍
↑
龍
騨
一
樗
龍

号
号
号

５
０
９

唾
“
祀
号
号
号
瑁
鍔
鍔

１
１
１
４
．
４
２
０
２
８

樵
握
権
瞬
爾
騨
津
嘩
．
瞬

く
く
く
一
オ
オ
オ
オ
オ
ー
オ

》
》

》
｜
》
〃
銅
需
》
誤
領

決定(棄却）88 ■1 ■

89 1第3小法廷|宮崎裕子 R2･7.28 決定(棄却） ■｜□

第3小法廷 宇賀克也野中伸子 R2･7･28 1決定(棄却）決定(棄却）90 ■ ■’

91 1第3小法廷|林景一 その他

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

□’□

□□□ ■’

R2．7･28

R2･7･28

R2．7．28

R2．7･28

R2．7．28

R2．7｡28

R2．7．28

R2．7．28

R2．7．28

戸倉三郎第3小法廷 斗谷匡志92

第3小法廷

第3小法廷

宇賀克也

林道晴

斗谷匡志

斗谷匡志

鯛
一
弘

□

□

□

□

口
一
□
□
□

□宇賀克也

宮崎裕子

貝阿彌亮95第3小法廷

一

96第3小法廷

95

第
第
鍔
鍔
鍔
鍔
号
号
号

４
４
５
５
５
４
９

４
６
０
２
４
７
０

》

》

｜
》
》
》

オ
オ
年
年

く
わ
《
わ

く
く

』
ｊ

２
２

蒜
一
裾

葬
一
梱
一
癖
一
噸
一
識

艤

韮

潅
一
韮

塗
一
睡
一
蹴

決定(却下）

第3小法廷戸倉三郎

第3小法廷宮崎裕子

決定(棄却）97 □ ■

日本国 決定(却下）

決定(棄却）

98第3小法廷’宮崎裕子

99第3小法廷林道晴

00 '第1小法廷山口厚

01第2小法廷草野耕一

02第2小法廷草野耕一

第1小法廷

第2小法廷

第2小法廷

’ 100

101

102

決定(棄却）R2｡7．30

R2．7．31 決定(棄却）

国 R2･7.31 1決定(棄却）
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日付：令和2年9月2日

ページ： 5/5既済事件一覧表 集計期間 令和2年7月1日～ 令和2年7月31日

備考 上告受理終局日

|R2･7･31

ＧＩ

被上告人 終局区分 憲法少数番号 法廷 主任裁判官主任鯛査官 事件番号 上告人

決定(棄却）菅野博之堀内元城

榊

元城103第2小法廷

一
細
》
獅
一
轄
一
諮
一
龍
一
癖
感

村田

船所

令2年(オ)第108号

－広令2年(オ)第148号

寛生令2年(オ)第157号

匡志 令2年(オ)第177号

匡志令2年(オ)第186号

－広令2年(オ)第221号

寛生 ｜令2年(オ)第348号

旭． 令2年(オ)第377号

一広

寛生

□｜□
Ｉ

｜

’
決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

菅野博之

草野耕一

廷
廷
法
法

小
↑
小

２
２
第
第

４
５
０
０
１
１

R2．7．31

R2o7o31

R2･7･31

R2．7．31

R2．7．31

R2．7．31

R2．7.｡31

□
｜
ロ
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

□
｜
□
｜
□

□
｜
口
一
口
一
□
□
｜
□

□
｜
□
｜
□

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

蹄
一
蹴
一
聿
一
素

義

準
一
轄
一
守
一
守
一
守

106

107

108

109

110

111

I
0

決定(棄却）巨
言
巨
言

６
０
５
１

４
．
６

第
第
〕
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
２
２

伶
Ｉ
伶

行
彦

伸
．
一

橋
久
舟
和

第2小法廷三浦守

第2小法廷菅野博之

R2｡7｡31

’国立大学法人島根大学’’ R2"7.31 決定(棄却）112

一


